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母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱一部改正新旧対照表 (案 )

新 1日
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母 子家庭等 x「策総合支援事業費の国庫補助について

標記の国庫補助金の交付については、別紙 「母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付

要綱Jに より行 うこととされ、平成 20年 4月 1日 より適用することとされたので通知する。

なお、各都道府県知事におかれては、本通知中、市町村に対して補助を行 うこととされてい

る部分については、貴管内市町村長に対する周知につき配慮願いたい。
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母 F家庭等対策総合支援事業費の国庫補助について

標記の国庫補助金の交付については、別紙 「母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付

要綱Jに より行うこととされ、平成 20年 4月 1日 より適用することとされたので通知する。
なお、各都道府県知事におかれては、本通知中、市町村に対 して補助を行 うこととされてい

る部分については、貴管内市町村長に対する周知につき配慮願いたい。
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新 1日

紙

母子家17cI等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱

(通則 )

略

(交付の目的 )

2  冊各

(交付の対象)

3略

紙

母子家liL等 対策総合支援事業費ll庫補助金交付要綱

(通則)

母子家庭対策等総合支援事業費FTl庫補助金については、 予算の範,H内 において交付するモ)の
とし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和30年 法律第179弓 )、 補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (昭 和30年政令第255号 。以下

随 正化法施行旬 とい先 )及 び厚生労働舗 管補助金等交付規則 評 成2年
辱概暮

令

第 6号 )の規定によるほか、この交要綱の定めるところによる.

(交 イヽ1の 目的)

2 この補助金は、別表の第 1欄に掲げる母子家庭等対策総合支援事業の実施に要する経費に

対 し補助金を交付し、もつて地域における母子家庭等対策の一層の普及促進を図ることを目
自勺と→

~る
。

(交付の対象)

3 この補助金の交付の対象となる事業 (以下「交付対象事業」という。)は 、次の事業とする。
(1)平成20年 7月 22日 雇児発第0722003号 「母子家庭等就業・ rい

'支
援事業の実施についてJ

に基づき、都道府県、指定都市、中核市、市 (指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。
以下同じ。)及 び福祉事務所を設置する町村が行 う母子家庭等就業・「いア支援事業

(2)平成15年 6月 18日 雇児発第0618003号 「母子家庭等 日常生活支援事業の実施についてJに
基づき、都道府県、指定都市及び中核市が行 う母子家庭等 日常生活支援事業並びに市町村 (指

定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。)が行 う事業に対して都道府県が補助
する事業

(3)平成15年 6月 18日 雇児発第0618005号 「ひとり親家庭生活支援事業の実施についてJに基
づき、都道府県、指定都市及び中核市が行 うひとり親家庭生活支援事業並びに市町村が行
う事業に対して都道府県が補助する事業

(4)平成 15年 6月 30日 雇児発第0630009号 「母子家庭「l立支援給付金事業の実施についてJに
基づき、都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行 う母子家庭
自t支援給付金事業

(5)平成 19年 4月 17日 雇児発第0417003号 「母子自立支援プログラム策定等事業の実施につい

てJに基づき、都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行 う母
子白、ア支援プログラム策定等事業
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(交付額の算定方法)

‖各

(交付額の下限)

5 略

(交付の条件)

6 ‖磨

(交付額の算定方法 )

4 この補助/1N σ)交付額は、次に.1り 算|||さ れた額の合計額 とする。ただし、算|||さ れた合Iキ |

額に 1, 0 0 0 1lJ未 満の端数が′liじ た場合には、これを切捨てるモ)の とする。
(1)3υ )(5)以 外の事業
ア 都道府県、指定欄

`市

及び中核市が行 う事業 (3の (1)(4)に ついては市及び福祉事務
所を設晨する‖J村が行う事業を含む。)

(ア ) 別表第 2欄の各種日ごとに、第 31111に 定める基準額と第 4 1plに 定める対象経費の実
支出額とを比較 して少ない方の額と、総事業ιをから寄付金その他の収入額をlit除 した額
とを比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額 (3の (2)の 事業については、選定された額から平成 1

5年 6月 18日 雇児福発第0618001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知
の 「母i子家庭等 日常生活支援事業の円滑な運営についてJの別紙 2に定める費用負担基
準に.1る 徴収額を控除した額)に 第 5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。

イ 市田「村が行 う申:業 に対して都道府県が補助する事:業

アの(ア )に準 じて選定された額 (3の (2)の事業については、選定された額から平成
15年 6ナ118H雇児福発第0618001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家 llt■ 福祉課長通知
の 「母了家庭等日常生活支援市:業 の円,′「 な運営についてJの 別紙 2に定める費用負担基準
による徴収額を控除した額)に 4分の 3を 乗 じて得た額の合計額と、都道府県が補助 した

額の合計額とを比較 して少ない方の額に第 5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額と
する。

(2)3の (5)の 事業

別表第 3111に 定める基準額と第 4欄に定める対象経費の実支||1額 とを比較 して少ない方の

額 と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較 して少ない方の額を交付額
と

'‐

る。

(交 付額の下限)

5 4で定める算定方法により算出された補助金の交付額が、10千円に満たない場合には、交
付の決定を行わないものとする。

(交付の条件 )

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるモ)の とする。
(1)事業の内容の変 lll(軽微な変更を除く。)を する場合には、厚生労働大臣の承認を受けな

ければならない。

(2)事 業を中 にし、又は廃 |11す る場合には、り早:生 労働大臣のノR認を受けなければならない。
(3)事業により取得し、又は効用σ)増加|し た価格が、単価 50万円以上1の機械及び器共につ

いては、適 11化法施行令第 14条第 1項第 2号 の規定により、17u生 労働大臣が別に定める
期 Fnlを 経過するまです学生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交イ」の「1的 に反 して
使用し、譲渡し、交換 し、貸し付け、担保に供 し、又は廃棄 してはならない。
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(中 請手続 )

7 略

(変 更申請手続 )

8 略

(4)厚生労働人臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合には、その収

入の全部又は一部を「■l庫 に納付させることがある。

(5)事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業の完 了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6)こ の補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第 1に よるprul書

を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について訂E拠書類を整理 し、かつ調書及び

証拠書類を事業完 J´ の 日 (事業の中 |に 又は廃 I11の 承認を受けた場合にはその承認を受けた

日)の属する年度の終 r後 5年間保管しなければならない。

(7)都道府県は、国から概算払いによりFnl接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、

当該概算払を受けた補助金にIII当 する額を遅滞なく間接補助事業者に交付 しなければなら

ない。

(8)都道府県は、間接補助金を聞接補助事業者に交付する場合には、(1)から (6)に掲げ

る条件を付さなければならない。
この場合において (1)、 (2)及 び (4)中 「厚生労働大臣Jと あるのは 「都道府県知

事Jと 、「国庫Jと あるのは「都道府県 |と 、(3)中 「厚生労働大臣の承認Jと あるのは
「都道府県知事の承認Jと 、(6)中 「補助金Jと あるのは 「問接補助金Jと 読み替えるもの

とする。

(9)(8)に より付 した条件に基づき都道府県知事が承認する場合には、あらかじめ厚生労

働大臣の承認を受けなければならない。

(10)問接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は 一部の納付があった場合には、そ

の納付額の全部又は一部を国庫に納付 させることがある。

(中 請手続)

7 この補助金の交付の中請は、次により行 う1)の とする。

(1)市及び福祉事務所を設障する町村が実施する母子家庭等就業・
|′ い1支援事業、母子家庭

白サ支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業

市町村長は、印l紙様式第 2に よる中請書を都道府県知事が別に定める日までに都道府県

知事に提出し、都道府県知事は、前記申請書を受理 したときは、必、要な審査を行い、適正

と認めたときはこれをとりまとめのうえ、毎年度 5月 末目までに17‐ 生労llll大 臣に提出する

ものとする。

(2)上記 (1)以外の事業

別紙様式第 3に よる中請書を毎年度 5月 末日までに厚生労働大臣に提出して行 うものと

する。

(変 更申請手続)

8 この補助金σ)交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付中請等

を行 う場合には、7に 定める中請手続きに従い、毎年度別に定める日までに行うt)の とする。
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(交付決定までの標準的期間)

9略

(補助金の概算払)

10 略

(実績報告)

ll 略

(補助金の返還 )

12 略

(そ σ)他 )

13 ‖1各

(交付決定までの標準的期間)

9 国は、交付申請書又は変更交付中請書が到達 した日から起算 して原則 として 2か月以内に

交付の決定 (決 定の変更を含む。)を行 うものとする。

(補助金の概算払)

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範レH内 にお
いて概算払をすることができる。

(実績報告)

11 この補助金の事業実績報告は、次により行 うものとする。

(1)市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家庭
'い

'支
援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業

市町村長は、事業が完 Fし た日から起算 して lヶ 月を経過 した日 (6の (2)よ り事業
の中 |卜 又は廃 l卜 の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算 して lヶ 月

を経過 した日)又は都道府県知事が]1に 定める日のいずれか早い日までに別紙様式第 4に
よる報告書を都道府県知事に提出し、都道府県知事は、前記報告書を受llllし たときは、必

要な審査を行い、適正と認めたときはこれを取 りまとめの うえ、翌年度 4月 末日 (6の (2)
により事業の中 |11又 は廃 |卜 の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理 した日か

ら起算 して 1か月を経過 した日)ま でに厚生労働大臣に提出しなければならない。
(2)上記 (1)以外の事業

別紙様式第 5に よる報告書を、事業の完 fし た日から起算 して lヶ 月を経過 した日 (6
の (2)に より事業の中 |卜 又は廃 |卜 の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理
した日から起算して 1か 月を経過した日)又は翌年度 4月 末日のいずれか早い 日までに厚
生労働大臣に提出しなければならない。

(補助金の返還)

12 厚生労101大 臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補
助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還すること

を命ずる。

(そ の他)

13 特別の事情により4、 7、 8及びHに 定める算定方法、手続きによることができない場合
には、あらかじめ1学 生労働大臣の承認を受けてそ′)定めるところによるt)の とする。
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り1表 り1表

4対象経費 4対象経費

次により算出された額の合計額。なお、(1)～ (3)及 び
(5)の 各事業については、事業毎の金額に、事業の

実施数に応じ次の率を乗して得られた額の合計額
・1事業又は2事業を実施している場合 09
・3事業を実施している場合
・4事業を実施している場合

1母子家lt■ 等就業。自立支援センター事業

(1)就業支援事業

1センター当たり、事業の週当たり実施 日数に応じ
以下のア～ウに定める金額

ア 週5月 以下の実施の場合 6.709.000円

イ 週6日 実施の場合   8,010,0001]]

ウ 週7日 実施の場合   9、 310.0001:l

(2)就業支援講習会等事業

1センター当たり 8,842,0001[]

(3)就業情報提供事業

1センター当たり 2,575,000円

(4)在宅就業推進事業

1センター当たり 2,000,000111

(5)母子家庭等地域生活支援事業

1センター当たり、事業の週当たり実施 日数に応じ
以下のア～ウに定める金額

ア 週5日 実施の開所の場合 3,497,000円

イ 週6日 実施の場合   3,911,000円

ウ 週 7日 実施の場合   4,324,0001:l

(6)母子家庭等就業・自立支援センター

指導職員養成セミナー事業

1ブ ロック当たり  1,082,000円

母子家
庭等就
業・自
立支援
事業

母子家
庭等対
策総合
支援事
業

母子家
庭等就
業。自
立支援
事業

1/2
次により算出された額の合計額。なお、(1)～ (3)及 び

(5)の 各事業については、事業毎の金額に、事業の

実施数に応じ次の率を乗して得られた額の合計額
・1事業又は2事業を実施している場合 09
・3事業を実施している場合
・4事業を実施している場合

1母子家 1/t■ 等就業・自立支援センター事業

(1)就 業支援事業

1センター当たり、事業の週当たり実施 日数に応じ
以下のア～ウに定める金額

ア 週5日 以 ドの実施の場合 6.705.000円

イ 週6日 実施の場合   8,006,0001[J

ウ 週7日 実施の場合   9,306.0001]

(2)就 業支援講習会等事業

1センター当たり 8,541.000円

(3)就 業情報提供事業

1センター当たり 2,575,0001リ

(4)在 宅就業推進事業

1センター当たり 2,000,000円

(5)母子家庭等地域生活支援事業

1センター当たり、事業の週当たり実施 日数に応じ
以下のア～ウに定める金額

ア 週5日 実施の開所の場合 3,497,000円

イ 週6日 実施の場合   3,911,000円

ウ 週 7日 実施の場合   4,324,0001Ч

(6)母 子家庭等就業・自立支援センター

指導職員養成セミナー事業

1ブ ロック当たり  1,082,000円

母子家庭等就
業・自立支援セン

ター事業の実施に
必要な報酬、共済
費、報償費、賃
金、旅費、需用費
(食糧費、印刷製
木費、消耗品費)、

役務費 (通信運搬
費)、 委託料、使用
料及び賃借料、備
品購入費

母手家庭等就
業・自立支援セン
ター事業の実施に
必要な報酬、共済
費、報償費、賃
金、旅費、需用費
(食糧費、印刷製
本費、消耗品費)、

役務費(通信運搬
費)、 委託料、使用
料及び賃借料、備
品購入費

母子家
庭等対
策総合
支援事
業

1/2

一般市等就業・

自立支援事業の

実施に必要な報
酬、共済費、報償
費、賃金、旅費、
需用費 (食糧費、
印刷製本費、消耗
品費)、 役務費 (通

信運搬費 )、 委託
料、使用料及び賃
借料、備品購入費

次により算出された額の合計額□

2-般 市等就業 ,自 立支援事業

1市又は1福祉事務所設置町村当たり 2,000,000円

一般市等就業・

自立支援事業の

実施に必要な報
酬、共済費、報償
費、賃金、旅費、
需用費 (食糧費、
印帰」製本費、消耗
品費)、 役務費 (通

信運搬費)、 委託
料、使用料及び賃
借料、備品購入費

次により算出された額の合計額□

2-般 市等就業・自立支援事業

]市 又は1福祉事務所設置町村当たり 2,000,000円



ω
一
刊

新 1日

母子家
庭等 日
常生活
支援事
業

次により算出した額の合計額

1事務費分

1か所当たり 1,602,00011J

派遣手当分

)子育て支援

ァ
資篤 )朝

以外の通常勤務時間0:00～

なお、講習会会場、そのほか適切な施設にて

子育て支援をする場合については、次のイの

単価とする。

(ア)児童1人の場合

740円 ×延活動単位数

(イ )児童2人の場合

740円 ×延活動単イ立数×15

(ウ )児童3人の場合

740円 ×延活動単位数×2

(工 )児 童4人 の場合

74011〕 ×延活動単位数×25

(オ )児童5人の場合

7401]1× 延活動単位数×3

イ 講習会会場等

1,110円 ×延活動単位数

ウ 早朝、深夜等 (18:00～翌日9:00)

なお、宿泊する場合については、宿 /n分 (22

時～翌5時 )の時間については次の工の単位
とう

~る
。

(ア )児童 1人の場合

92011× 延活動単位数

(イ )児童2人の場合

920円 ×延活動単位数×15

(ウ )児 童3人の場合

920円 ×延活動単位数×2

(工 )児 童4人の場合

920円 ×延活動単位数×25

母子家庭等 日
常牛活支援事業
の実施に必要な

報酬、賃金、報
債費、旅費、需
用費 (印刷製本

費)、 役務費
(通信運搬

費)、 委託料

1/2

囲
酬
初

母子家
庭等 日

常生活
支援事
業

2派遣手当分

(1)子育て支援

ァ
資篤 )早

朝以外の通常動
r時

間①:00～

なお、講習会会場、そのほか適切な施設にて
子育て支援をする場合については、次のイの

単佃iと す
~る

。

(ア )児 童1人の場合

740円 ×延活動単位数

(イ )児 童2人の場合

740円 ×延活動単位数×15

(ウ )児 童3人の場合

74011]× 延活動単位数×2

(コ 1)児 童4人の場合

740円 ×延活動単位数×25

(′ )児 童5人の場合

74011× 延活動申イ立数×3

イ 講習会会場等

1,110円 ×延if動 単位数

ウ 早朝、深夜等 (18:00～ 翌日9:00)

なお、宿泊する場合については、宿泊分 (22

時～翌5時)の時間については次の工の単位
とう

~る
。

(ア )児童 1人 の場合

920 il× 延活動中{立 数

(イ )児童2人の場合

920円 ×延活動単位数×15

(ウ )児 童3人の場合

92011× 延活動単位数×2

(工 )児 童4人の場合

920円 ×延活動単位数×25

次により算出した額の合計額

l事務費分

1か所当たり 1.204.00011J

母子家ll■ 等 日
常/1活 支援事業
の実施に必要な

報酬、賃金、報
償費、旅費、需
用費 (印刷製本
費)、 役務費
(通信運搬

費)、 委託料

1/2

市町村
が行う

事業に

対して

都道府
県が補
助する
場合

2//3
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新 1日

(オ )児童5人の場合

920111× 延活動単位数 ×3

工 宿泊分

3,680円 ×延児童数

オ 移動時間

移動時間については、訪間先かる次の派遣
先に移動する場合について、次のように活動
単位数を換算し、1,5301lJを 乗じて得た額とす
る。

1,530円 ×延活動単位数

(ア )30分未満は、0単位

(イ )30分以 111時間未満は、05単位

(ウ )1時間以 llは 1単位

(2)生活援助

ア 深夜、早朝以外の通常勤務時間 (9:00～ 18:00)

1,53011× 延活動単位数

イ 早朝、深夜等(18100～翌日9:00)

1,910円 ×延活動単位数

ウ 移動時間

移動H寺 間については、訪間先から次の派遣
先に移動する場合について、次のように7舌 動
単位数を換算し、1,530]1を乗じて得た額とす
る。

1,53011× 延活動単位数

(ア )30分未満は、0単位

(イ )30分以 Ll時間未満は、05単位

(ウ )1時間以 11は 1単イt

(オ )児 童5人の場合

920円 ×延活動単位数×3

工 宿泊分

3,680円 ×延児童数

オ 移動llt問

移動時間については、訪 昌1先から次の派遣
先に移動する場合について、次のように,舌 動
単位数を換算し、1,5301を 乗じて得た額とす
る.

1,530円 ×延活動単位数

(ア )30分未満は、0単位

(イ )30分以 LiH寺間未満は、05単位

(ウ )l時間以 11は 1単位

(2)生活援助

ア 深夜、早朝以外の通常勤務時間 (9:00～ 18:00)

1,530円 ×延活動単位数

イ 早朝、深夜等 (18Ю O～ 翌日9:00)

1,910円 ×延活動単位数

ウ 移動時間

移動時間については、訪間先から次の派遣
先に移動する場合について、次のように活動
単位数を換算し、1,5301[lを 乗じて得た額とす
る。

1,530円 ×延活動単位数

(ア )30分未満は、0単位

(イ )30分以 111時間未満は、05単位

(ウ )1時間以 11は 1単位



ω
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新 1日

Uヽ と
りyll

家 7t■

生活
支援
事業

次により算出した額の合計額

1 ひとり親家庭相談支援事業

4,6132,0001

2生活支援講習会事業

178,000円 ×講座開催FHI数

旦 児童訪惜1援助事業

(1)1回 の訪間が1日 場合

7,66011× 訪問延回数

(2)1回 の訪 1間が
｀
r日 の場合

4,910円 ×訪問延回数

4ひとり親家庭情報交換事業

1カ リ奸当たり 239,000円

ひとり親家庭4[活

支援事業の実施
に必要な報酎‖、賃
金、報償費、旅費、
需用費 (食糧費、
消耗品費)、 役務
費(通信運搬費)、

委託料、使用料及
び賃借料

1/

|ド 町付
が行う
事業に

対して

都道府
県が補
助する
場合

2/ 3

ひと
り親
家庭
/li,舌

支援
事業

次により算出した額の合計額

1 ひとり親家庭本H談支援事業

4,632,000111

241活 支援講習会事業

162,000円 ×i青 座開催回数

3児童訪間援助事業

(1)1回 の訪間が1日 場合

7,66011× .ll昌 1延回数

(2)1回 の訪間が
｀

「
日の場合

4,910円 ×.l」 間延|口 1数

4ひとり親家 /7■ 情報交換事業

1カ リ万当たり 213,0001[l

ひとり親家庭41活

支援事業の実施
に必要な報酬、賃
金、報償費、旅費、
需 ,日 費 (食糧費、
消耗品費)、 役務
費〈通信運搬費)、

委託料、使用料及
び賃借料

l

市田「本す
がイ]う

事業に

対して

都道府
県が補
助する
場合

2//3

母子家
庭自立
支援給
付金事
業

次により算出した額の合計額

自立支援教育訓練給付金事業

教育訓練経費の20%相当額

(4,0011i]以 11100,00011以 下)

母子家庭自立支
援給付金事業の

実施に必要な負担
金、補助及び交付
金、扶助費

3//4 母子家
庭自立
支援給
付金事
業

次により算出した額の合言1額

自立支援教育訓練給付金事業

教育訓練経費の20%相当額

(4,001円 以上100,0001可 以下)

母子家庭 自立支
援給付金事業の

実施に必要な負担
金、補助及び交付
金、扶助費

3//4
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"l紙

様式第 1～ 第5

高等技能訓練促進費等事業

(1)高等技能訓練促進費(母子及び寡婦福祉法
施行令 (昭和39年政令第224号。以下「令」とい
う。)第 30条 に基づく高等職業副練促進給付金)

ア 平成 19年度以前に修業を開始した者

141,000円 ×支給延月数

イ 平成20年度以後に修業を開始した者

(ア )市町村民税非課税世帯に属する者

141,000円 ×支給延月数

(イ)市町村民税課税 it帯に属する者

70,500円 ×文給延月数

(2)入学支援修「 一時金Q第 30条 の2に基づく高
年

職業訓練修 r支援給付金)

ア 市町村民税非課税世帯に属する者

50,000円 ×支給件数

イ ア以外の者

25,000円 ×文給件数

別紙様式第1～第5 略

高等技能訓練促進費等事業

(1)高等技能訓練促進費(母子及び寡婦福祉法施
行令 (昭和39年政令第22477。 以下「令Jと いう。)第
30条に基づく高等職業副1練促進給付金)

ア 平成 19年度以前に修業を開始した者

141,000円 ×支給延月数

イ 平成20年度以後に修業を開始した者

(ア )市町村民税非課税世帯に属する者

141,000円 ×支給延月数

(イ)市町村民税課税 1性 帯に属する者

70,500円 ×支給延月数

(2)入学支援修 f一時金G第 30条の2に基づく高
年

職業訓練修 r支援給付金)

ア 市町村民税非課税世帯に属する者

50,000円 ×支給件数

イ ア以外の者

25.00011× 支給イ十数

母子自立支援ブ
ログラム策定等事
業に必要な報酬、
報償費、賃金、旅
費、需用費 (消耗

費、燃料費、印
刷製本費)、 役務
費 (通信運搬費)、

委託料、共済費

次により算出した額の合言1額

1母子自立支援プログラム策定事業

1プログラム当たり 20,000円

2就職準備支援コース事業

1人 1か月J`た り 30,000111(3か 月を L限 )

10/10 次により算出した額の合計額

1母子 自立支援プログラム策定事業

1プ ログラム当たり 20,000111

2就職準備 支援コース事業

1人 1か月当たり 30,0001(3か 月を 11限 )

母子自立支援ブ
｀

ログラム策定等事
業に必要な報酬、
報償費、賃金、旅
費、需用費(消耗
品費、燃料費、印
刷製本費)、 役務
費(通信運搬費)、

委託料、共済費




